
金武町選挙管理委員会問 ☎ 098－968－2111

金武町役場　総務課問 ☎ 098－968－2111

沖縄県議会議員一般選挙のお知らせ沖縄県議会議員一般選挙のお知らせ

戸別受信機の設置について（利用料無料）

沖縄県議会議員一般選挙の日程をお知らせします。

【投票日・開票日】 令和6年6月
午前7時から午後8時まで

【選 挙 の 告 示】 令和6年6月7日（金）
【年  齢  要  件】  平成18年6月17日以前に生まれた者
【住  所  要  件】  

 期 間 令和6年6月8日 ～6月15日 まで
 時 間 午前8時30分～午後８時まで
 場 所

【期日前投票（不在者投票）の期間及び場所】

令和6年3月6日までに金武町に住所を
有するに至った者

16日 日

町役場３階　中会議室
※中川区、伊芸区、屋嘉区の期日前投票所については、詳細が決まり次第、
　広報金武6月号、戸別受信機、LINE等でお知らせします。

土土

 
※乾電池を入れたまま、
　電源コード接続して使用

金武町WEB版
防災マップ

（ハザードマップ）
金武町
防災マップ

　去った４月２日に津波警報が
発令されました。今一度、各自
で避難経路や避難方法等につい
て、確認をお願いします。

～主な発信情報～
❶災害情報
❷町や区からのお知らせ
❸お悔やみ情報

　大地震などの災害時に、大切な情報を町民の皆様にお知
らせする大切な機器です。設置がまだの方は、防災上の観
点から、設置をよろしくお願いします。
　設置を希望される方、転出される方（返却の為）は、町
役場総務課（２階）までお問合せください。事業所にも設
置可能です。

４月から広報担当になりました山田佳奈と申します。交通安全の出発式

に参加して、小学１年生の時に、「横断歩道を渡るときは、右手をしっかりあげて渡ろ

うね！」と交通安全指導を受けたことを思い出しました…

広報係新１年生！フレッシュな気持ちで頑張ります。See you soon!!

編集後記
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　春の全国交通安全運動の一つとして、
金武小学校校門前で金武町交通安全推進
協議会が激励巡視を行いました。前列の
交通少年団の６名は、後輩達の登校を１
年間サポートするそうです。頼もしいで
すね！

公式Facebook、LINE＠で情報発信中♪

人 口 の う ご き

転入
出生
結婚

転出
死亡
離婚

80人
9人
5件

令和６年３月末日現在

総人口
　男
　女
世帯数

11,427人
5,725人
5,714人
5,658戸

（ -17）
（   -5）
（ -12）

101人
8人
3件

※（　  ）内は増減を表す。
※外国人を含む。

（各区別人口）
金　武
並　里
中　川
伊　芸
屋　嘉

4,539人
2,790人
885人
1,071人
2,142人

（  +2）
（ -15）
（    -7）
（    -1）
（  +4）

今月の主な内容
まちのうごき・・・・・・・・・・・・・・・・

産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・
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   ・令和６年度一般会計歳入・歳出総額・・・
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過去の広報が
ご覧いただけ
ます。

公式ホームページ



　昭和３２年に水道認可を受け、長きに渡り伊芸区で管理していた伊芸区簡易水道事業が令和６年
４月１日に金武町水道事業へと統合となりました。その為、金武町水道事管理者から伊芸区長へ「伊
芸区簡易水道施設財産譲渡契約書」を手交しました。
　これまで伊芸区とは統合に係る話し合いを重ね、令和５年１０月３０日に統合に関する「覚書」
を締結し、その後11月16日に伊芸区民説明会を開催。令和６年３月１２日に「水道施設の譲渡に関
する協定書」を締結し、今回の統合に至っております。
　今後は、町で一元管理し、引き続き安全・安心な水道水を供給できるよう努めてまいります。

仲間 一 町長   伊芸区 島袋 義一区長

伊芸区簡易水道事業の金武町水道事業への統合について

早い復興を願って…「能登半島地震義援金への寄付」
　伊芸区は、令和６年１月に開催した伊芸区新春の集い会場での募金や２月から３月に公民館に設
置した募金箱の他に、４年ぶりに開催したコスモス祭り会場での募金箱や出店者からの売上金の
一部を石川県能登半島地震義援金として、金武町社会福祉協議会へ寄付（131,379円）しました。
この義援金は、金武
町社会福祉協議会
から、沖縄県共同募
金会を通して被災
地へ届けられる予定
です。
　伊芸区子ども会の
西平大晟君は、「募
金がいっぱいたまっ
た事はいい事で、
しっかり届いて元気
になってほしい。」
と述べました。

▲左から伊芸区 島袋 義一区長・伊芸区子ども会のみなさん・金武町社会福祉協議会　安富 雅之会長

　３月21日、杉の子幼児学園で全園
児を対象に「ジャオホイ劇団　鑑賞
会」が開催されました。世界の芸能
に触れてほしいという想いで、中国の
旧正月「春節」をテーマとした伝統芸
能が披露されました。変面や、獅子
舞、龍舞等が披露されると、こども
達は歓声をあげながら楽しそうに見
ていました。ひまわり組の友利心咲
さんは「お面が変わるのがすごかっ
た。獅子舞が少し怖かったけど、とて
も楽しかった！」と話していました。

　３月22日、「女性による町づくり提言
委員会」から本町へ令和５年度の提言
書が提出されました。今回の提言書は、
金武町複合庁舎建設計画の設計につい
てです。キッズスペースの設置や多目的
トイレの表示など、町民を中心に多くの
人が利用しやすく、誰もが訪れやすい金
武町役場になることを願う提言となって
います。

左から伊藝 恵理子委員・安富 みゆき委員
仲間 一町長・安次富 逸子委員長・東 美紀委員

▲「変面」にびっくりするこども達

▲ひまわり組とジャオホイ劇団員

こ    こ

本場中国の伝統芸能  ジャオホイ劇団 鑑賞会　～杉の子幼児学園～

「女性による町づくり提言委員会」提言書提出

５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。 広報金武 令和６年（2024年）５月号 2５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。広報金武 令和６年（2024年）５月号3
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　3月22日、空き店舗対策および創業支援助成事業の認定証書交付式が行われました。金武町
商工会では、平成21年度から、町内の空き店舗や自己物件を活用して新規創業または経営の
拡大を図るものに対して事業費を助成しており、今回認定された6事業所を含め64事業所が助
成費を受け、町内の商工業の活性化に寄与しています。

　金武町建設業者会の
大城会長は、「この寄
贈が中川区の安全な環
境整備の一助となり、
さらには地域環境の活
性化に繋がれば幸いで
す。」とおっしゃってい
ました。
　中川区は今年の３月
にこの寄贈に対し感謝
の意を込めて金武町建
設業者会に感謝状を贈
りました。

（有）仲正組
専務取締役
花城   治

（株）ホカマ
代表取締役
外間  慎也

金武町建設業者会会長
きんメインテナンス㈱
代表取締役　大城  崇

（有）神中組
代表取締役
神山  政士

（有）山川電工
代表取締役
山川  勝

左から

１．BARBER　DEAN（理容業）
　　代表者　嘉陽  毅
２．a bagel oKINawa（飲食小売業）
　　代表者　仲田  元紀
３．酒処 恩小橋川（飲食業）
　　代表者　小橋川  めぐみ

４．kin café halihali（飲食業）
　　代表者　堤  亮一
５．株式会社Wing (GOLDEN WING CHICKEN)
　　代表者　佐竹  真次
６．Salon伽羅
　　代表者　阿波連  唯

今回認定を受けた６事業所

地域の活性化をめざして

金武町建設業者会、「乗用草刈機」を中川区へ寄贈

　４月５日、金武町中央公民館大ホール
で、春の全国交通安全運動石川地区の出
発式が行われました。式の中で、石川地
区交通安全協会から、石川警察署管内
の全小学校の新一年生へ、ランドセルカ
バーが贈呈されました。贈呈式に参加し
た新一年生は、ピカピカのランドセルを
背負い、少し緊張しながらも、「勉強を頑
張りたいです！」と元気に発表しました。

　４月２日、KINサンライズビーチ海浜公園で海水浴場の安全祈願祭が行われました。元山善弘
住職（金武観音寺）による安全祈願の後に、仲間町長と海浜公園指定管理者の奥間会長（金武町
観光協会）でお酒とお塩を海に奉納しました。
　KINサンライズビーチ海浜公園では、海水浴場のほかに、バーベキューやマリンレジャーを楽し
むことができます。

　４月１０日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。この日は金武町交通安全推進協議会が国道
329号金武バイパス渡慶頭入口の前で、アイキャッチ運動を行いました。ひとりひとりに交通安全
に対する意識を高めてもらい、交通事故を０（ゼロ）にする事が目的です。のぼり旗や横断幕を掲
げ、ドライバーの方々へ安全運転を呼びかけました。

ビーチの安全祈願祭

みんなで守ろう交通ルールやマナー

寄附ありがとうございます。
　３月28日、一般社団法人沖縄ダルク
より、寄付を頂きました。こども達の為
や福祉に役立ててほしいと話していまし
た。沖縄ダルクの皆さんは、地域のイベ
ントやボランティア等に積極的に参加さ
れています。

まちのうごき
Town News

５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。 広報金武 令和６年（2024年）５月号 4５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。広報金武 令和６年（2024年）５月号5



　旧暦の３月３日に合わせて、４月11日から13日までの期間、金武ブルー・ビーチ演習
場で「浜下り」が行われました。
 「浜下り」は海水を手足に浸して身を清め、健康を祈願する沖縄の伝統行事です。
　普段は米軍の訓練場として使用されている金武町のブルー・ビーチも、浜下りの時期
にはゲートを開放しています。今年は３日間で合計657人の町民が訪れ、多くの家族連
れで賑わいました。
　ビーチを訪れた方は「毎年、この時期を楽しみにしている。海がとても綺麗だった。」
と話していました。

浜下りを楽しんだ金武町社会福祉協議会
「地域活動支援センターいじゅ」のみなさん

　米ハワイ州マウイ島で発生した大規模な山火事により被災された方々を支援するため、皆様
からお受けした義援金は330,162円となり、町からの寄附金100万円（令和６年３月本会議で
可決）と合わせて1,330,162円を、並里区は50万円をハワイ沖縄連合会へ託しました。皆様
の温かいご支援とご協力に心より感謝申し上げます。

左から金城副町長、フランセス・久場次期会長、ブランドン・仲宗根会長、
仲間金武町長、糸村ジョーン専務理事、宮平信教さん（並里区事務所）、糸村企画課長

米ハワイ州マウイ島火災に対する義援金について

金武ブルー・ビーチで浜下り

～雄飛が丘 町民ふれあいガーデン利用者追加募集～
 「雄飛が丘 町民ふれあいガーデン」は、農業者以外の方が土に親しみ、日常生活の生きがいや健康づ
くりに役立てることを目的としています。
 また、農業に接する機会の少ない町民が農業体験をとおして農作物を栽培する喜び等を体験できる施
設です。

田芋出荷農家の皆様へ
令和６年度水田活用の直接支払交付金申請手続きについて（ご案内）

　この制度は、農林水産省が、「地域の特色ある魅力的な産品による産地の創造を支援する」こと
を目的に、田芋を出荷している生産者に対して交付金（産地交付金）が支払われます。
　申請を希望する方は、下記の通り受付期間内に書類の提出をお願いします。

1.　交付金対象　　金武町に住所を有している方の田んぼで、令和６年７月から令和７年６月までに
　　　　　　　　　出荷・販売する田芋。（交付金額は作付面積に応じて支払われます。）
　　　　　　　　　　※必ず出荷販売し、売上伝票が必要となります。
2.　提 出 書 類　　①産地交付金申請用紙　　　　１通（農林水産課にて記入）
　　　　　　　　　②交付申請に関する制約事項　１通（農林水産課にて記入）
　　　　　　　　　③耕作証明書　　　　　　　　１通（農業委員会にて発行）
　　　　　　　　　④通帳のコピー　　　　　　　１通　
3.　受 付 期 間　　令和６年５月13日（月）～ 令和６年６月14日（金）まで
4.　受　　　付　　金武町役場　農林水産課　農政係
　　　　　　　　　　※必ず通帳、印鑑をお持ちのうえ農林水産課にお越しください。

水田再生利用及び担い手等パワーアップ事業補助金について
　特産品の田芋の生産振興を図ることを目的に水田の遊休地再生・利用に取り組む担い手等に、遊
休地の再生（障害物撤去、深耕、整地）に係る経費に対し、補助金を交付いたします。詳細は次の
通りです。

田芋生産農家の皆様へ

http://www.furusato-kin.jp/
金武町ふるさと納税特設サイト公式HP

◆申込資格　金武町に住所を有し、町の賦課する公租公課の義務を
　　　　　　果たしている非農業者（農産物販売のない者）の方
◆申込期間　令和６年５月１日（水）から令和６年５月31日（金）まで
◆申込方法　町役場農林水産課で申込書を記入
　　  ※申込多数の場合は抽選で決定いたします。
◆使用期間　令和６年６月１日～令和８年５月31日の２年間
◆使 用 料　無料
◆所 在 地　金武町営住宅　中川第3団地裏手
◆募集区画　14区画

【対象者】
　　町内に住所を有し、納税義務を果たしている

もので次のいずれかに該当するものとする。
　①認定新規就農者
　②認定農業者
　③人・農地プランに中心経営体として位置づけ
られた65才未満の者

【補助金額】
　　遊休地１アールあたり5,000円とする。
【要　　件】
　　①再生した農地は、５年間は適正に活用する。
　　②補助金交付を受けた担い手は、田芋の生産
　　　拡大に努める。
【申請場所】
　　金武町役場農林水産課（金武町役場２階）

金武町役場　農林水産課　農政係（金城・宜野座・渡慶次）問 ☎０９８－968－2645

５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。 広報金武 令和６年（2024年）５月号 6５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。広報金武 令和６年（2024年）５月号7
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金武町排水設備指定工事店について

金武町指定給水装置工事事業者及びその他手数料について

　金武町下水道排水処理条例等の改正に伴い、令和6年4月1日より、金武町排水設備指定工事
店に関する申請手数料の徴収および指定有効期間を下記のとおり設けることになりましたので
お知らせいたします。

　金武町水道事業給水条例の改正に伴い、令和６年４月１日より、金武町指定給水装置工事事
業者に関する申請手数料等を徴収することになりましたのでお知らせいたします。

〇指定工事店（新規・継続）登録手数料：1件につき  10,000円
〇指定工事店証再交付手数料　　　　　：1件につき    1,000円

1.申請手数料

申請手数料

その他手数料

2.指定の有効期間 指定日の属する年度を含めた5ヵ年度

※排水設備指定工事店の有効期間の更新を受ける場合、指定の有効期間の満了日が属する
年度の２月１日から２月末日までの間に、更新申請書類を提出してください。
　例）有効期間の満了日が令和11年３月31日の場合
　　　更新申請受付：令和11年２月１日～２月29日

　また、下水道に関する各種申請書においても変更があり、新様式となっておりますの
で、申請の際はお気をつけください。
各様式につきましては、金武町ホームページ「施設・組織を探す ⇒ 上下水道課 ⇒ 下水道」にて
ご確認ください。

・証明手数料：1件につき  200円
・複写料　　：1件につき    30円

金武町役場　上下水道課問 ☎０９８－968－3950

・指定給水装置工事事業者（新規・継続）登録手数料：1件につき  10,000円
・指定給水装置工事事業証再交付手数料　　　　　　：1件につき    1,000円

広報金武 令和６年（2024年）５月号9 ５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。

節水の協力
よろしく
タム～

ただいま節水中

　町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援するため、物価
高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和6年4月検針分から令和7年2月検針分
までの11カ月間、家庭用水道料金の基本料金を減免し、各家庭における水道料金の負担軽減を
行います。

家庭用水道料金
【基本料金】
使用水量８㎥まで704 円（税込）→ 令和６年４月～令和７年２月検針分まで減免！

「物価高騰対応重点支援給付金要件確認書」について

　令和５年度住民税非課税世帯及び
低所得世帯（住民税所得割非課税世
帯）に「物価高騰対応重点支援給付
金要件確認書」を送付しています。

給付金の受給には下記のとおり確認書の提出が必要です。
　・提出期限：令和６年５月31日（金）（必着）
　　提出期限を過ぎると、辞退したものとみなされます。
　・提出の際には必要事項記入の上、下記確認書類の両方を添付してく
ださい。

添付書類　①振込先金融機関口座確認書類
　　　　　　（通帳・キャッシュカード等の写し）
　　　　　②本人確認書類
　　　　　　（マイナンバーカード・運転免許証等の写し）

家庭用水道料金の基本料金減免について

『物価高騰対応重点支援給付金要件確認書』

※下水道に接続している家庭につきましては、下水道料金は減免になりませんのでご注意ください！

超過料金
使用水量８㎥を超えて１㎥につき88 円（税込）

使用水量
8 ㎥まで
9㎥
10 ㎥
15㎥
20 ㎥

現行の水道料金
704 円
792円
880 円
1,320 円
1,760 円

減免額（基本料金）
704 円
704 円
704 円
704 円
704 円

減免後の水道料金
0 円
88 円
176 円
616 円

1,056 円

家庭用水道料金の基本料金減免料金表（消費税込）【参考】

給付金受付窓口　金武町役場３階問 ☎０９８－923－2252

広報金武 令和６年（2024年）５月号 8５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。



金武町役場　住民生活課　生活環境係問 ☎０９８－968－2460

予防注射を受ける時の注意事項

狂犬病は治療方法がなく、感染すると必ず死に至らせる怖い病気です。

①犬の登録手数料（初回のみ）
②予防注射手数料

3,000円
2,850円

③予防注射済交付手数料
④犬の鑑札再交付手数料

550円
1,600円

★ 生後91日以上の犬が対象となります。
★ 前年から金武町で登録されている方は、通知ハガキをご持参ください。
★ お住まいの地区の日程で都合が合わない方は、他の地区で接種しても構いません。
★ 両日とも都合が合わない方は、各自動物病院で接種してください。

愛するワンちゃん　を守ろう！

犬の飼い方について

5/22
㊌

5/23
㊍

日　時 場　所
9:00 ～ 11:30
13:00 ～ 14:30

15:30 ～ 16:30

9:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:30

伊芸地区公民館

中川地区公民館

金武公会堂

屋嘉地区共同作業施設

必要となる手数料（一頭につき）

※狂犬病予防法第５条１項の規程により予防注射を毎年１回受けなければなりません。

狂犬病予防注射を必ず受けさせましょう

1ヶ月以内に他のワクチン接種を受けたり、
体調に不安がある場合は主治医の獣医師に
ご相談下さい。

予防接種後2～3日は安静にし、交配、
シャンプーは避けてください。

糞をした場合は飼い主の責任で持ち帰っ
てください。

咬む癖のある犬、他の犬に対し攻撃的な
犬は必ず口輪を付けて来てください。

首輪に鑑札が付いているかを確認してく
ださい。（紛失の場合は再交付の申請が
必要です）

糞尿を済ませて来てください。

リード・首輪を抜けないように必ずつけてく
ださい。胴輪はダメです。

犬をしっかり制御できる（犬の力に負けない）
人が連れて来てください。

お知らせのハガキは、持参してください。

　個人の敷地外において、一時的でも犬を放す行為は危険です。おとなしい性格の犬であって
も予想外の動きをする事があります。放し飼いやノーリードでの散歩は絶対に行わないでくだ
さい。

広報金武 令和６年（2024年）５月号11 ５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。

資源ごみ回収について

ごみを出す際は日時を間違えないようよろしくお願いします。
５月の回収日程

１区・２区・３区・４区

屋嘉・伊芸・新開地・浜田・中川

５月４日・10日・18日

５月11日・17日・25日

金武町役場　住民生活課　生活環境係問 ☎０９８－968－2460

金武町役場　住民生活課　住民戸籍係問 ☎０９８－968－3557

※ 完全予約制 です。予約はお電話にて！
※マイナンバーカードの電子証明書更新も
　受け付けます。
※その他各種証明書等の発行はできません。

「休日」でもマイナンバーカードが受け取れます
マイナンバーカード交付を下記にて開庁しています！！

令和６年５月11日(土)
9:00～14:00

令和６年５月26日(日)
9:00～14:00

戸籍証明書の請求が便利になりました！
　戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口にて申請できるよう
になりました。本籍地が金武町以外にある方でも、金武町役場窓口での交付が可能です。
（本籍地が全国各地にあっても、１カ所の市町村の窓口でまとめて請求可能）
　※戸籍抄本（個人事項証明書）、除籍抄本、戸籍の附票、行政証明書等は申請及び交付
　　できません。

広域交付にて申請できる証明書等
　●戸籍謄本（全部事項証明書）：１通４５０円

　●除籍謄本：１通７５０円

　●改製原戸籍謄本：１通７５０円

広域交付を申請できる方
　●ご本人又は配偶者、直系親族のみ（親・子・孫・祖父母等）
　　　申請には顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
　　　（免許証・マイナンバーカード・パスポート等）

戸籍証明書等の広域交付について

　広域交付受付時間
　　午前）９：００ ～１１：３０
　　午後）１：００ ～   ４：００

　交付には時間がかかります。
　時間に余裕をもってお越しください。
　また、改製原戸籍謄本については、
　後日交付の可能性もあります。

！

！

！

広報金武 令和６年（2024年）５月号 10５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。



令和５年度金武町青 年海外派遣事業研修報告 ②

ロサンゼルス ２月７日～２月11日
　ロサンゼルス滞在期間は３日と短い期間でした
が、金武町人会の方々の歓迎もあり充実した３日
間を過ごすことができました。南米とはまた違っ
た移民の歴史を感じ、新年会では多くの移民され
た方、そして子孫の方々と出会うことができまし
た。金武町というルーツが同じということもあ
り、沖縄にいる頃には想像もしなかったロサンゼ
ルスの知り合いと話すことができました。新年会
の催し物ではエイサーやかぎやで風、沖縄民謡が
流れ指笛が鳴り、沖縄にいると錯覚するほどでし
た。町人会の方々の想いは強く、とても沖縄を恋
しがっている姿が印象的でした。　～比嘉　萌～

　ロサンゼルスでの新年会は、町人会の子どもた
ちによるエイサーや舞踊などを披露してくれまし
た。どこの国でもそうでしたが、まさかロサンゼ
ルスで沖縄の伝統文化を見ることができるとは
思ってもいませんでした。本当に素晴らしく、綺
麗に踊っていて一緒に参加したいほどの気持ちで
舞台を見させて頂きました。とても驚いたこと
は、私の曾祖母の兄弟がロサンゼルスにいること
でした。世界には私が知らないことがたくさん
あって、とても興味深い繋がりがまだまだ隠れて
いるんだなと実感しました。世界中の家族に会え
て本当に良かったです。この繋がりを大切にして
いきたいと思いました。　　　　～小橋川　和～

　幼い頃から、移民のお話を聞く機会はありましたが実際に移民の方々の歴史や苦
労、大切さを考えることは少なかったです。ですがこの研修を通して移民した人々
と直接関わることで沖縄に対する想いを感じることができました。各国で移民の歴
史に触れることで知った、移民の苦悩は私たちのイメージとはかけ離れたもので、
遠い地で暮していても沖縄にいる家族を想い、文化を大切にする姿は感動しまし
た。一世が託した琉球文化は二世・三世へと受け継がれ、各国町人会で若い世代が
沖縄の伝統を大切にし、町人会全体を盛り上げる行動に心動かされました。交流を
通して生まれ育った沖縄のことをより知ることができ、沖縄から遠い地でウチナー
ンチュが活躍している姿に感銘を受けました。この研修でお世話になった各国町人
会の皆様には感謝の気持ちとともに、生まれ育った沖縄を誇りに思うようになる
きっかけになり、金武町に住む人々に移民の姿、そして町人会の想いを伝えたいと
思いました。これからも金武町の研修生達が行ってきたように金武町と各国の沖縄
県人会・金武町人会を結ぶ架け橋のような人材を目指し、いつまでも沖縄の心を大
切にしていきます。遠く離れた地に沖縄・金武町が存在し、沖縄にいる私も知らな
い金武町の新たな一面を学ぶことのできるこの研修は私にとってとてもかけがえの
ない経験でした。各国の移民の立場から見える沖縄・金武町の意見を継承し今後の
金武町に恩返ししていきたいです。　　　　　　　　　　　　　　～比嘉　萌～

　世界のウチナーンチュって？沖縄の反対側って？どうして私の親戚は海外に？とい
う疑問を抱えながら、海外派遣の研修生として沖縄から出発しました。「移民」は、
聞いた事はあるけれど、深く考えたことは今まであったのでしょうか。私はこの海外
研修に参加するまでは、「移民」がこんなにも興味深いことだったとは思いもしませ
んでした。私たちは、北米、南米へ行きました。そこは、私が思っている以上に沖縄
の伝統文化が大切に守られていること、現地の人がまだ行ったことのない「沖縄」を
愛してくれていることに心が温かくなった瞬間がいくつもありました。
　初期移民では、気候や食べ物、習慣、言葉の違い、健康被害、過酷な労働環境に
苦しめられる話など資料を通して学ぶ機会がありました。初期移民の困難さ、海外
移民を決意するにあたって、立ちはだかった壁や試練があった中で、生き抜く先代
たちのバイタリティの強さが、海外に｢もうひとつの沖縄｣、「もうひとつの金武
町」を作るきっかけとなったのだと考えると「移民」とはとても偉大だと改めて学
ばされました。この「移民」という深き歴史には、まだまだ知らないことが沢山あ
ります。この研修での学びと、出会いをきっかけにもっと「金武町の歴史」につい
て学ぶことや、地域の方に「世界のウチナーンチュの存在」、「沖縄の反対側での
出会い」の魅力を、これからの地域活動を通して伝えていきたいと思います。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～小橋川　和～

　ペルーでは町人会長の伊芸マヌエルさんの娘さ
んのマリエラさんの自宅に滞在しました。滞在期
間中に案内していただいたペルーの街は沖縄では
見ることのできない砂の山や山々に続く住宅街な
どとても新鮮でした。金武町人会の方々は努力家
で真面目な一面もあり、親しみやすさもある素敵
な方々でした。ペルーの沖縄県人会館では、金武
町をイメージした壁画があり、當山久三とターム
君が描かれており、遠い地でありながら金武町を
感じることができる場でした。また、若い世代が
町人会を支え積極的に前に出ており、私たち研修
生の心の支えになっていました。　～比嘉　萌～

　ペルーには、世界遺産であるパチャカマック遺
跡を歩いたり、ナスカの地上絵を上空から見下ろ
したり、たくさんの地域から集まったカーニバル
があるなど、誰もが興味を持つほどの魅力的な国
です。そんな国で、沖縄を感じることができたの
は、元研修生である仲間末美さんの実家にあった
仏壇でした。ただ、仏壇を置いているのではなく
自分なりに仏壇の意味を理解し、先祖を大切に思
う気持ちがとても伝わってきました。私たちも沖
縄の文化を、次の世代にも繋げていけるように今
のこの気持ちを大事にしたいと強く思いました。 
　　　　　　　　　　　　　　　～小橋川　和～

先月号に引き続き、令和6年１月９日～２月12日に実施された青年海外派遣事業で　　海外5ヵ国（ブラジル・アルゼンチン・ボリビア・ペルー・米国ロサンゼルス）へ
　　行って来た研修生、比嘉萌さん・小橋川和さんの研修報告をシリーズで　　お届けします。今月はペルー・ロサンゼルスでの研修について報告します。

～沖縄から遠い地でウチナーンチュが　　活躍している姿に感銘を受けた～ もえ

～小橋川　和～
こばしがわ のどか

～世界のウチナーンチュの存在、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　沖縄の反対側での　　　出会いの魅力を伝えたい～ のどか

ペルー ２月２日～２月６日

～比嘉　萌～
ひが もえ

▲新年会で披露された琉球舞踊 ▲かじまやーの方々の表彰

▲元研修生と一緒に ▲親戚の大城銀正さんと

▲マルコスさんの職場の病院で

▲ペルーにある沖縄の仏壇

▲元研修生のみのるさんと ▲ペルー金武町人会の皆さんと

５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。 広報金武 令和６年（2024年）５月号 12５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。広報金武 令和６年（2024年）５月号13



特別会計および公営企業会計予算 （単位：千円）

※構成比及び前年度比において、小数点以下第１位未満を四捨五入し
　て記述しているため、合計や内訳の計が一致しないことがあります。

※1. 令和６年度から下水道事業特別会計が公営企業会計に移行したことに伴い、令和５年度予算額は記載しておりません。

歳入 歳出（目的別）

　　　　　　計

　 歳　　入　　合　　計 

会計 年度

科　　　　目 金額（千円） 構成比（％）対前年度比（％） 金額（千円）科　　　目 構成比（％）対前年度比（％）

歳出（性質別）
金額（千円）性　　質　　別 構成比（％）対前年度比（％）

令和６年度 令和５年度 増　減 対前年度比（％）

　　合　　 計　　

 

町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金
環境性能割交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
施設等所在市町村調整交付金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債
自動車取得税交付金

1款
2款
3款
4款
5款
6款
7款
8款
9款
10款
11款
12款
13款
14款
15款
16款
17款
18款
19款
20款
21款
22款
23款
24款

1,431,592
41,680
198
2,517
2,805
16,821
232,358
4,486

242,214
275,805
7,925

2,196,213
1,298
40,774
123,727
2,185,509
1,361,524
2,207,137
206,575
883,459

1
106,128
144,370

1
11,715,117

12.2
0.4
0.0
0.0
0.0
0.1
2.0
0.0
2.1
2.4
0.1
18.7
0.0
0.3
1.1
18.7
11.6
18.8
1.8
7.5
0.0
0.9
1.2
0.0

100.0

3.4
3.1

△ 13.2
5.5
9.6
19.4
△ 8.6
27.5
△ 2.7
0.0
98.1
0.6

△ 25.4
△ 0.9
6.6
14.7
14.1
1.6

△ 0.5
18.1
0.0
3.4

△ 35.4
皆増
5.3

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災害復旧費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費

１款
２款
３款
４款
５款
６款
７款
８款
９款
10款
11款
12款
13款
14款

141,237
3,068,121
3,587,118
719,620
25,446
598,738
363,929
432,837
234,821
1,804,656

4
385,150
333,440
20,000

11,715,117

1.2
26.2
30.6
6.1
0.2
5.1
3.1
3.7
2.0
15.4
0.0
3.3
2.8
0.2

100.0

8.6
31.5
3.7
6.0
0.0

△ 19.4
13.3
4.1
3.1

△ 12.9
0.0

△ 1.9
9.4
0.0
5.3　　合　　 計　　

人 件 費
物 件 費
扶 助 費
補 助 費 等
公 債 費
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
予 備 費

2,052,864
2,208,049
1,247,799
3,402,211
385,150
1,477,952
921,092
20,000

11,715,117

17.5
18.8
10.7
29.0
3.3
12.6
7.9
0.2

100.0

10.2
△ 5.4
7.7
7.1

△ 1.9
27.7

△ 10.0
0.0
5.3

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業会計（支出）※1

水道事業会計（支出）

1,818,768
218,027
437,540
786,018
3,260,353

1,896,848
184,115

-
715,768
2,796,731

△78,080
33,912

-
70,250
463,622

△4.1
18.4
-

9.8
16.6

令和 6年度令和 6年度 117億1511万7千円117億1511万7千円一般会計  歳入・歳出総額一般会計  歳入・歳出総額

町民一人当たりの予算額

町民一人当たりの税負担額 12万5千円
102万5千円

　本町の令和６年度の一般会計予算総額は、11,715,117千円で対前年度比5.3％
(589,409千円)の増となっています。
　歳入で、増額となった主なものは、16款 国庫支出金で14.7％(280,684千円)、17款 県
支出金で14.1％（168,494千円）、20款 繰入金で18.1％（135,171千円）の増となってい
ます。
　歳出（性質別）で、増額となった主なものは、普通建設事業費で27.7％（320,665千円）、
補助費等で7.1％（225,853千円）、人件費で10.2％(189,409千円）の増となっています。
　投資的経費における事業は、金武町複合庁舎建設に係る実施設計業務、農道橋補修事業、
農業水利施設更新事業、伊芸地区冠水対策事業、町道金武119号線整備事業、前田川排水路
改修事業、嘉芸小学校屋内運動場建設事業などとなっています。
　財政運営における必要な財源の確保につきましては、国・県等の補助金や交付金並びに
目的基金や地方債を有効的に活用するとともに、事業の必要性、有効性等を念頭に置き、効
果的な実施に努めてまいります。

※町民一人あたりの予算額と税負
担額は、それぞれ一般会計予算の
総額と町税額を令和 6 年 3 月末
人口11,427人で除した額です。歳入

117億1511万7千円

財産収入
2,207,137千円 
（18.8%）

財産収入
2,207,137千円 
（18.8%）

地方交付税
2,196,213千円 
（18.7%）

地方交付税
2,196,213千円 
（18.7%）

国庫支出金
2,185,509千円 
（18.7%）

国庫支出金
2,185,509千円 
（18.7%）

町税
1,431,592千円 
（12.2%）

町税
1,431,592千円 
（12.2%）

県支出金
1,361,524千円 
（11.6%）

県支出金
1,361,524千円 
（11.6%）

繰入金
883,459千円 
（7.5%）

繰入金
883,459千円 
（7.5%）

その他
1,449,683千円 
（12.4%）

その他
1,449,683千円 
（12.4%）

歳出
（性質別）

117億1511万7千円

公債費
385,150千円（3.3%）
公債費
385,150千円（3.3%）

予備費
20,000千円 （0.2%）
予備費
20,000千円 （0.2%）その他の経費

921,092千円 
（7.9%）

その他の経費
921,092千円 
（7.9%）

補助費等
3,402,211千円 
（29.0%）

補助費等
3,402,211千円 
（29.0%）

物件費
2,208,049千円 

18.8%

物件費
2,208,049千円 

18.8%
人件費

2,052,864千円 
（17.5%）

人件費
2,052,864千円 
（17.5%）

投資的経費
1,477,952千円 
（12.6%）

投資的経費
1,477,952千円 
（12.6%）

扶助費
1,247,799千円 
（10.7%）

扶助費
1,247,799千円 
（10.7%）

歳出
（目的別）

117億1511万7千円

その他
1,118,877千円
（9.6%）

その他
1,118,877千円
（9.6%）

公債費　385,150千円（3.3%）公債費　385,150千円（3.3%）

農林水産業費
598,738千円（5.1%）
農林水産業費
598,738千円（5.1%）

土木費
432,837千円（3.7%）
土木費
432,837千円（3.7%）

民生費
3,587,118千円 
（30.6%）

民生費
3,587,118千円 
（30.6%）

総務費
3,068,121千円 
（26.2%）

総務費
3,068,121千円 
（26.2%）

教育費
1,804,656千円 
（15.4%）

教育費
1,804,656千円 
（15.4%）

衛生費
719,620千円 
（6.1%）

衛生費
719,620千円 
（6.1%）

５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。 広報金武 令和６年（2024年）５月号 14５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。広報金武 令和６年（2024年）５月号15



金武町役場　保健福祉課問 ☎０９８－968－3559

金武町役場　子ども支援課問 ☎０９８－968－2223

子育てサポーター養成講座

子育てサポーター養成講座とは
　本講座は有償ボランティアで活動してくれるサポーターを養成する目的で開催します。
　サポーターには、「自身の子育ての経験を活かしながら、空いた時間に地域のお子さんのサポート
をしたい人」や「仕事をしながら、自分のできる範囲でサポートしたい人」、「現に自身の子どもを育て
ながら、同時にサポートしてみたい人」など、さまざまな方がいます。
　地域の皆さんで手助けを必要としているお父さん、お母さんの「力」となり、子どもたちの成長を見
守ってみませんか。

●日　程：令和６年５月30日(木)・６月20日（木)・７月24日（水）
　　　　　８月27日(火)・９月26日(木)・９月27日(金）(計６回）
●場　所：名護中央公民館ほか（下記のとおり）
●受講料及びテキスト代：無料

期　日

１日目　
5/30(木）

9：30 - 15：30
(12：30 - 13：30休憩)名護中央公民館

（名護市港2丁目1-1）

名護中央公民館

名護市消防本部
（名護市大北3丁目31-50号）

オリエンテーション、ファミサポの概要について、こどもの安全
(リスク管理マネージメント、チャイルドシートの必要性)
準備するもの：赤ペン・はさみ

9：30 - 16：30
(12：30 - 13：30休憩)

2日目　
6/20(木） 発達障がいの理解と対応、こどもの健康と食生活

9：30 - 16：30
(12：30 - 13：30休憩)

５日目　
9/26(木） こどもの発育とお世話、保育の心とこどもの遊び

9：30 - 15：30
(12：30 - 13：30休憩)

６日目　
9/27(金） ファミリーサポート活動を円滑にするために、活動体験発表　 

9：30 - 12：30３日目　
7/24(水） 小児における救急救命（心肺蘇生法・AED）

12：30 - 16：30４日目　
8/27(火） 小児看護の基礎知識

所要時間会　場 研　修　内　容

※託児あり・・・要予約
（定員：4名）

研修プログラム

主催：名護市・やんばる町村ファミリーサポートセンター/(一社)TAKE-OFF

　日本赤十字社では、今年１月１日に発生した石川県能登半島地震において発災直後から人材
の派遣や、義援金の募集、救護物資の配布など様々な活動を行っています。また、世界で苦し
む人たちを救うための活動も行っています。
　５月１日から赤十字社員増強運動が全国一斉に展開されます。町内では、各地区班長がご家
庭へ訪問しますので、一世帯500円以上の活動資金へのご理解・ご協力をよろしくおねがいし
ます。
　なお、法人の皆様を対象とした法人募金も受け付けておりますので下記担当係までお問い合
わせください。

日本赤十字社の活動をご寄付でご支援ください。
５月は赤十字運動月間です。

●申込方法：電話またはＦＡＸにて受け付けます。
●申込締切：令和６年５月21日（火）まで

●お問い合せ・申込先

TEL  0980-43-7551　 FAX 0980-43-7554

広報金武 令和６年（2024年）５月号17 ５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。

病後児保育室　入口

～ 病後児保育の実施及び利用について ～

医療機関を受診

◆ 利用の際の注意事項
● 午後のみ利用の場合は、午後１時からの受け入れとなります。
● 午後５時までにお迎えをお願いします。（小学生であっても必ずお迎えが必要です）
●『食物アレルギーのある児童の食事』や『離乳食』については対応不可であるため、
　 弁当や離乳食、哺乳瓶、ミルクを持参してください。

◆ 病後児保育とは
　児童の病気が回復期であり、集団保育等が困難でかつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を
行うことが困難な児童を専属看護師により一時的に保育を行う事業です。

◆ 対　象
　生後６カ月から小学校３年生までの児童

◆ 料金等

◆ 利用までのながれ

◆ 実施場所及び利用時間
　実施場所：金武町立金武こども園（病後児保育専用室）
　　　　金武町字金武４９１番地１　☎098-968-5385
　利用時間：月曜日～金曜日
　　　　　  午前８時30分～午後５時
　　　　　  （公休日などによる園の休園日を除く）

１日利用（４時間以上） 

半日利用（４時間未満）

給食費（希望者のみ）

2,000円

1,000円

300円

◆ こんなときは、利用ができません・・・
● 預かり中の発熱や解熱剤を利用した場合
　（病気の回復期とはいえないため）
● 食事・水分が取れず、ぐったりしている場合
　（急変する可能性があるため）
◆ その他
● １診断で利用できる日数は、診断日から５日以内
　 とします。
● 預かり中に発熱（０歳児で37.5度、１歳以上で
　 38.0度以上の場合）や嘔吐などがある場合は利用
　 中止となります。保護者へ連絡を行いますので、
　 お迎えをお願いします。

発熱等の症状が
回復するまでの
間は、家庭にお
いて療養です。

０歳児で37.5度未満、１歳児以上
で38.0度未満が確認できれば、利
用が可能となります。

利用予約の連絡

【利用時に持参するもの】を御準備のうえ、利用開始。 ・持参して頂いたものについては、
　申請時にお預かりし、お迎え時に返却します。

※金武町に住所を有する場合は利用料の徴収を
　免除します。給食費は町内・町外を問わず
　300円を徴収します。

１日あたりの利用定員は
おおむね５名です。

※本事業の利用は、事前の医療機関の受診を前提としています。

【利用時に持参するもの】
① 医療機関を受診した際の領収証又は診療
　 費明細書
② 薬が処方されている場合は、薬の名称や　
　 画像等が記載された「薬剤情報提供書」
③ お子さんの健康保険証及びこども医療費
　 受給者証

広報金武 令和６年（2024年）５月号 16５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。



金武町役場　税務課問 ☎０９８－968－2112

軽自動車税（種別割）についてのお知らせ

◆軽自動車税(種別割)減免について

◆軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

　身体や知的等に障がいのある方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その障がい者等のために使用する軽自動車等
で、一定の要件に該当する場合は軽自動車または普通自動車どちらか1台で減免をすることができます。軽自動車税(種別割)
の減免申請は、納税通知書が届いてから令和６年５月31日までに、必要書類をそろえて町役場税務課へ申請してください。

必要書類

①原動機付自転車及び二輪車等 ②軽三輪・軽四輪

車種区分

車種区分

税率（年額）

原動機付自転車

三　輪

小型特殊自動車
自家用

営業用

自家用

営業用

平成27年
4月1日
以降に
新規登録

重 課 税

◆軽自動車税(種別割)の税率

税率（年額）

標準税額

～納付は期限内にお願い致します～　

軽自動車税（種別割）は毎年 4 月 1日現在の所有者又は使用者に課税されます。
軽自動車税は年税額ですので、年度中に廃車・名義変更しても月割はありません。

50㏄以下

50㏄超～90㏄以下

90㏄超から125㏄以下

ミニカ―

農耕作業用のもの

その他

軽二輪（125㏄超～250㏄以下）

二輪の小型自動車（250㏄超）

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

1,600円

4,700円

3,600円

6,000円

平成27年
３月31日
以前に
新規登録

新車検査から
13年を経過
（平成22年度以
前に登録）※1
した車両

四
　輪

貨  物

乗  用

3,100円

7,200円

5,500円

4,000円

3,000円

3,900円

10,800円

6,900円

5,000円

3,800円

4,600円

12,900円

8,200円

6,000円

4,500円

①車検証（標識交付証明書）  ②運転者の免許証　③身体障がい者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・精神保健福祉手帳
④軽自動車税(種別割)納税通知書　⑤納税義務者のマイナンバーカード又は個人番号通知カード
※生計を同じくする方（ご家族等）が減免を受ける場合、生計同一証明書が必要になります。（保健福祉課にて発行）

・軽自動車税（種別割）の減免申請は毎年手続きが必要です。　
・提出期限を過ぎると、その年の減免申請は受付できませんのでご注意ください。注意事項

<適用条件>      
　令和５年４月１日～令和６年３月31日までに最初の新規検査(登録）※2
車検証の初度検査年月を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、以下の基準を満たす車両

（ア）電気自動車・天然ガス軽自動車
　（平成21年排出ガス10％低減達成　
または 平成30年排出ガス規制適合）

（イ）乗用(営業用)：令和2年度燃費基準
かつ令和12年度基準90％達成車※1

（ウ）乗用(営業用)：令和2年度燃費基準
かつ令和12年度基準70％達成車※1

※2（イ）･（ウ）については、平成17年排
出ガス基準75％低減達成（★★★★）又は平成30年排出ガス基準50％低減達成車に限ります。また揮発油（ガソリン）
を内然機関の燃料とする軽自動車に限ります。

車種区分

軽自動車

四輪以上

三　輪

貨物用
営業用

自家用

営業用

自家用

営業用

自家用

3,800円

5,000円

6,900円

10,800円

3,900円

3,900円

1,000円

1,300円

1,800円

2,700円

1,000円

1,000円

適用なし

適用なし

3,500円

適用なし

2,000円

適用なし

適用なし

適用なし

5,200円

適用なし

3,000円

適用なし

乗　用

税額
(適用前) (ア)75％

軽減
(イ)50％
軽減

(ウ)25％
軽減

グリーン化特例適用後の税額

※1　重課税率…最初の新規検査から13年を経過した車両に適応されます。
　　  令和６年度課税の場合、平成23年３月31日以前に最初の新規検査を受けた車両

軽自動車税（種別割）の 納付期限は令和６年５月31日（金）です。

広報金武 令和６年（2024年）５月号 18５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。広報金武 令和６年（2024年）５月号19 ５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。



「メディカルフィットネスぎんばる」「メディカルフィットネスぎんばる」
の利用料を一部助成します !!

【 目 的 】町民の健康増進の為に町が定めた運動施設を利用した際の利用料の一部を
助成することにより、運動習慣の獲得と生活習慣の改善につながることを
目的とする。

【対象施設】 医療法人ぎんばるの杜　K I Nスポーツ・整形クリニック併設
「メディカルフィットネスぎんばる」金武町字金武10912番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　098-968-6677

【 対 象 者 】金武町に住所登録されている18歳以上の方
「メディカルフィットネスぎんばる」で月会員の利用を希望する方

月会員
学生(18～25歳)
一般( 18歳以上)
60歳以上

【手続き方法】

お問い合わせ　金武町総合保健福祉センター
学生及び一般の方は：保健予防係　☎ 098-968-5932
6 0歳以上の方は：高齢者福祉係　☎ 098-968-5933

① 金武町保健福祉センターの窓口で申請（本人確認で免許証等必要です）、

2,200円
4,900円
2,900円

月会員費
700円
1,500円
900円

助成額
1,500円
3,400円
2,000円

助成後の金額

【助成内容】月会員費の一部を助成

※入会費は助成対象外のため全額自己負担になります。
※３ヶ月以上継続利用がない場合、助成対象外となります。

② 発行された資格証を「メディカルフィットネスぎんばる」利用時に窓口に提示し利用開始
　 となります。

申請当日に資格証を発行します。
・学生と一般の方の申請窓口は「 保健予防係 」
・60歳以上のシニアの方は「 高齢者福祉係(包括支援センター） 」
※＜新規利用の方＞申請日の翌月より助成が開始され、助成後の金額が適応されます。
※＜既会員の方＞は、会費が口座引き落としのため、申請日によって手続きに要する
　期間が異なるため助成開始月が異なります。
※カードの有効期限は申請から1年間（更新手続きは１ヶ月前迄に必要）

令和６年度～  新規事業開始

広報金武 令和６年（2024年）５月号21 ５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。

利用までの流れ

保健福祉課　高齢者福祉係問 ☎098－968－5933

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して
「どこシル伝言板」を導入します！

どこシル伝言板とは？
　認知症等で行方不明になった際の早期発見・保護につながるよう、希望する方に対し、QRコー
ド付きのシールをお渡しします。衣服等に貼ったQRコードが読み取られると、家族へ瞬時に発見
通知メールが届き、その後は発見者とのやりとりができ、お迎えが迅速に行えます。「最近、道に
迷う事が増えて心配だな」と思うご家族がいましたら、まずは保健福祉課 高齢者福祉係までご連絡
下さい。

認知症の方やご家族、地域住民、医療介護の専門職など、誰でも気軽に参加できる「集いの場」で
す。カフェタイム・介護の情報交換・講座や勉強会等を行います。「認知症かも？」と気になる方
もご参加下さい。申し込み不要です。

多くの方がこのシールの存在を知る事が大切です。ぜひ、周囲の方にお知らせ下さい。
また、シールの読み取りにもご協力下さい。宜しくお願い致します。

★リカモカD喫茶　毎月第4水曜日　14時～15時半
場　所：richamocha café（リカモカ カフェ）金武町字金武4285番地
利用料：150円（飲物代）

5月22日
11月27日

6月26日
12月25日

7月24日
1月22日

8月28日
2月26日

9月25日
3月26日

10月23日

★10時場（10じじゃー）毎月第2木曜日　１0時～11時半
場　所：総合保健福祉センター１階ラウンジ　　　※６月からは２ヵ月ごと、各区事務所で行います。

5月9日
11月14日

6月13日
12月12日

7月11日
1月9日

8月8日
2月13日

9月12日
3月13日

10月10日

１．保健福祉課高齢者福祉係窓口で申請
２．登録シートの作成・QRコードシールを配布
３．ご本人の持ち物や衣服へシールを張り付ける
※申請には時間を要するため、ご予約をお願いします。

リカモカD喫茶・10時場（10じじゃー）のご案内

“発見～保護～ご帰宅”まで安心、安全、迅速に

どこシル伝言板が
よくわかる紹介動画

見  本

AA0000

広報金武 令和６年（2024年）５月号 20５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。



金武町総合保健福祉センター NTT   ☎ 098－968－5932

Vol.119金武町けんこうニュース

　皆さん毎年、健康診断（健診）は受けていますか？
金武町は、令和４年度に新規で糖尿病性腎症を発症している割合が沖縄県と比較し多い状況で
す。糖尿病未治療や血糖コントロール不良の方が糖尿病性腎症を発症し、将来的に人工透析が必
要となる事もあります。生活習慣病は、自覚症状がなく症状が出た時には、重症化し最悪の場合は
命に関わる怖い病気です。しかし、健診を毎年受けることで生活習慣病の予防、早期発見すること
ができます。いつ、誰が病気になるかわかりません。健康で楽しい日々を過ごす為にも、年に一度は
健診を受け、自分自身で健康を守りましょう。

令和６年４月から学生を除く18歳と19歳の方も健診を受けられるようになりました。
※18、19歳の方で健診を希望される方は、金武町総合保健福祉センターまで連絡をお願いします。
　受診ハガキを自宅へ郵送又は窓口でお渡しします。

治療中の方も健診は必要です。治療中の検査は、その病気に関連する検査項目に限られていま
す。特定健診は、血圧、脂質、血糖、肝臓、腎臓等の検査を含む全身状態を確認することができ
ます。治療中の方も年に１回は健診を受け、健康チェックしましょう。

年に 1回は必ず健診を受けよう！
早期発見・予防は健診から

年に 1回は必ず健診を受けよう！
早期発見・予防は健診から

治療中だけど健診は必要？

18歳から健診が受けられるようになりました

糖尿病性腎症について

① 徐々に悪化

進行すると

高血糖が持続 腎臓の血管が傷む

尿蛋白+むくみ 腎機能低下(糖尿病性腎症)

腎不全

高額な医療費がかかるよ…

人工透析

②

④ ③

⑤ ⑥

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

％
出典：R4年度保険者データヘルス支援システム

恩納村金武町沖縄県

約４倍

金武町令和４年度
新規の糖尿病性腎症発症割合

広報金武 令和６年（2024年）５月号 22５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。

お困りごとやお悩み、無料で相談できます

町顧問弁護士 司法書士

①島本 勇人
（行政相談委員）
②元山 滿壽美
（障がいに関する相談）

人権擁護委員3名
①山城 宏一
②花城 清隆
③比嘉 蘭子

相談員

土地の問題、借金問題、交
通事故等の損害賠償問
題、ご近所·家庭内トラブ
ルなど法律全般。

お金や借金問題でお困り
の方または、その家族など

①高齢者、障がい者の人権
②男女共同参画関係
③子ども·女性の人権

①国や地方公共団体が行う
行政サービスに対する苦情
や要望

②障がい者の各種行政サー
ビスに関する相談全般

法律相談 「司法書士」による
お金・借金の悩み相談 人権相談会 暮らしの総合相談

（①行政相談・②障がい者相談）

令和6年5月10日(金)
(役場3階中会議室)　

町役場 総務課 行政係
☎098-968-2111

町役場 総務課 行政係
☎098-968-2111

①行政相談  総務課  行政係
☎098-968-2111

②障がい者相談
保健福祉課 社会福祉係
☎098-968-3559

町総合福祉センター（与那城）
☎098-968-5932

午前10時～12時、
午後1時～4時
（1人：45分）

午後2時～4時
（1人：20分） 午前10時～午後3時

5月7日（火）～9日（水）
※事前予約必要　　　
※6日（月)祝日のため

広報に掲載後予約開始
※事前予約必要 不要

特になし先着6名 1日5名

時  間

定  員

申込先・
問い合わせ

開催日／
場　所

項目
名称

申込期間・
事前予約

相談内容

※電話にて随時相談受付。
　申込後相談員へお繋ぎします。

金武町役場　総務課　　098－968－2111問 ☎

■ 各区の運行日（9:00～17:00） 

金武町コミュニティバス
各区で運行中

098-968-2407
098-968-2102
098-968-2108
098-968-2147
098-964-2040

連絡先
水曜日
月曜日
火曜日
火曜日
金曜日

曜日
中川区
並里区
金武区
伊芸区
屋嘉区

行政区

安全運転支援装置の取り付けを
補助します!

※車種によっては設置できないものもあります。ご了承ください。
運行スケジュールは、各区事務所へお問い合わせくだ
さい。

上限額：補助対象者1人につき車両1台４万円

条件：①高齢者が、有効な運転免許証を保有。
　　　②申請時の年齢が満65歳以上であり、
　　　　町内に住所を有する者。
　　　③自動車検査証の欄に「自家用」と記載
　　　　された自動車であること。

金武町役場　総務課問 098－968－2111☎

無 

料

　65歳以上の町民を対象に、「安全運転支援装置」
を取り付けする方に上限４万円を補助します。
※ご希望の方は下記の設置業者で取り付けができる
　か相談してください。

　車を持たない交通弱者の生活支援のため、生活
必需品の買い物や公的機関の利用などの交通支援
を行います。
　コミュニティバスの利用を希望される方は、2日
前までにお住まいの地域の区事務所にお電話で
お申し込みください。

電話番号

（有）仲オートサービス

業 者 名
設置業者

098-968-5112

令和6年5月22日、7月25日、
9月26日、11月28日、令和7
年1月23日、3月27日
（町総合保健福祉センター）

広報金武 令和６年（2024年）５月号23 ５月は軽自動車税（１期）・固定資産税（１期）の納付月です。


